
１号適用 ２号適用 ３号適用 ４号適用

2,752,412 1,469,718 150 75
都 島 区 107,904 56,944 100 50
福 島 区 79,328 42,631 80 40
此 花 区 65,251 32,318 80 40
西 区 105,862 63,874 100 50
港 区 80,948 42,612 80 40
大 正 区 62,083 29,859 80 40
天 王 寺 区 82,148 42,163 80 40
浪 速 区 75,504 53,297 80 40
西 淀 川 区 95,864 46,266 80 40
東 淀 川 区 177,120 99,699 100 50
東 成 区 84,906 45,487 80 40
生 野 区 127,309 67,616 100 50
旭 区 89,670 45,303 80 40
城 東 区 169,043 82,712 100 50
阿 倍 野 区 110,995 53,649 100 50
住 吉 区 153,056 78,098 100 50
東 住 吉 区 127,849 62,025 100 50
西 成 区 106,111 66,379 100 50
淀 川 区 183,444 104,193 100 50
鶴 見 区 112,691 48,884 100 50
住 之 江 区 120,072 59,913 100 50
平 野 区 192,152 92,872 100 50
北 区 139,376 85,785 100 50
中 央 区 103,726 67,139 100 50

826,161 366,079 150 75
堺 　　   区 148,682 73,809 100 50
中 　　   区 121,236 50,213 100 50
東  　　  区 85,043 36,889 80 40
西  　　  区 135,375 58,120 100 50
南  　　  区 138,464 59,706 100 50
北  　　  区 159,757 72,497 100 50
美　 原　 区 37,604 14,845 60 30

190,658 79,073 100 50
401,558 176,967 150 75
104,993 48,611 100 50
385,567 180,099 150 75
74,412 32,516 80 40
352,698 152,869 150 75
84,443 33,284 80 40
143,096 67,860 100 50
397,289 172,253 150 75
287,730 125,089 100 50
264,642 114,265 100 50
100,131 43,864 100 50
108,699 45,699 100 50
229,733 101,538 100 50
101,692 42,367 100 50
117,641 51,902 100 50
119,367 52,686 100 50
184,495 73,701 100 50
136,868 58,088 100 50
68,775 30,009 80 40
108,736 45,008 100 50
119,764 57,379 100 50
87,456 40,243 80 40
55,635 23,130 80 40
63,688 27,814 80 40
493,940 232,303 150 75
60,102 23,123 80 40
55,177 22,415 80 40
75,033 29,569 80 40
58,435 24,216 80 40
51,254 20,774 80 40
30,927 12,747 60 30
18,279 7,580 50 25
9,079 3,645 40 20
16,567 6,749 50 25
43,763 17,256 60 30
8,434 3,734 40 20
14,741 6,273 40 20
13,009 5,048 40 20
15,697 6,392 50 25
4,909 1,944 30 15

8,837,685 4,135,879 ----------- -----------

泉 大 津 市
高 槻 市
貝 塚 市

市　区　町　村　名

①　２号適用がなされる場合は、
　大阪府の区域内における被害
　世帯総数が２５００世帯以上で
　あることが要件である。

②　３号適用がなされる場合は、
　大阪府の区域内における被害
　世帯総数が１２０００世帯以上
　であり、当該市町村区域内の
　被害世帯が多数発生している
　ことが要件である。

災　　　害　　　救　　　助　　　法　　　適　　　用　　　基　　　準

市　区　町　村　別
適用市区町村チェック欄 ２号適用

基準世帯数（戸）
人口（人）

守 口 市

大　　　　阪　　　　市

１号適用
基準世帯数（戸）

　また、災害が隔絶した地域に発
　生したものである等災害にかか
　った者の救護を著しく困難とする
　内閣府令で定める特別の事
　情がある場合で、かつ多数の世
　帯が滅失していることが要件で
　ある。

③　４号適用がなされる場合は、
　多数の者が生命又は身体に危
　害を受け又は受けるおそれが生
　じた場合であって、内閣府令で
　定める基準に該当すること
　が要件である。
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堺 市

岸 和 田 市
豊 中 市
池 田 市

松 原 市

世帯数（戸） 備　　考

吹 田 市

泉 佐 野 市
富 田 林 市
寝 屋 川 市
河 内 長 野 市

枚 方 市
茨 木 市
八 尾 市

柏 原 市
羽 曳 野 市
門 真 市
摂 津 市

大 東 市
和 泉 市
箕 面 市

島 本 町
豊 能 町
能 勢 町
忠 岡 町

高 石 市
藤 井 寺 市
東 大 阪 市
泉 南 市

河 南 町

千 早 赤 阪 村

四 條 畷 市
交 野 市
大 阪 狭 山 市
阪 南 市

熊 取 町
田 尻 町
岬 町
太 子 町


